
 

会 議 録 
〈2025 年度 愛知県入札監視委員会第２回定例会議〉 

 
【入札契約手続の運用状況等の報告】 

2025 年度第１四半期における発注工事について総務局、防災安全局、県民文化局、環境局、

福祉局、保健医療局、病院事業庁、経済産業局、労働局、企業庁、農林基盤局、建設局、教

育委員会及び警察本部から発注工事総括表及び一覧表等により報告があった。（資料１） 
 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 
（企業庁の随意契約について） 
・契約件数に占める随意契約の割合が多い

が、理由は何か。 
 
 
 
・随意契約で見積執行回数が２回になった

ものがあるが、なぜか。 
 
 
 
 
・随意契約の中で請負率が低いものがある

が、理由は何か。 
 
 
 
（建設局の指名競争入札について） 

・指名競争で 100 者以上指名しているが、

入札している業者は１、２者の案件がある

がどういった事情か。 

 
 
 
 
（病院事業庁の随意契約について） 
・随意契約で請負率が低い理由は何か。 
 
 
・予定価格の段階で業者から見積を徴取は

しないのか。 

 
・すべて浄水場等設備の修繕工事である。新

規の設置・更新は一般競争入札で行っている

が、修繕は設備の設置業者か関連業者でない

と対応できないため、随意契約としている。 
 
・随意契約は予定価格を事前公表していない

ところに、見積参加者が人件費、資材価格の

高騰を考慮して提示した見積価格が予定価格

を超過した。そのため再度見積合わせを行い、

２回目は予定価格内になったものである。 
 
・参考見積の段階では、市場価格で積算して

いるが、見積合わせでは、自社製品を使用す

ることなどにより、請負率が下がったものと

推察される。 
 
 
・一般競争で発注して不調になった案件につ

いて業者に聞き取りをしたところ、技術者の

配置困難や、施工体制が整わないといった理

由で辞退をされているため、地域要件を広げ

てなるべく多くの業者に参加してもらえるよ

うにしたところ、指名業者が多くなっている。 

 
 
・業者の企業努力より、精査された見積の提

出があったからであると考えられる。 
 
・業者から見積を徴取している。 

 
【検討事案抽出の報告・確認】 

抽出担当委員から、４月から６月までの発注工事について、１４局庁等の発注工事の中か

ら、県民文化局、保健医療局、都市・交通局の事案について抽出した旨、報告された。（資料

２） 
 
 



 

【抽出事案に関する説明及び検討】 
○愛知県女性総合センター ウィルホール舞台吊物機構改修工事【県民文化局】 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 
・３回目の仕様見直しで更新対象から外れ

た滑車類・駆動装置の更新はどうするの

か。 
 

 

 

・要件の見直しによる応札業者数の見込み

はどれぐらいか。 

 

 

・２回目の公告が低入札による不調であっ

たのであれば、再度の公告で契約出来る可

能性もあったのではないか。 

 

 

 

・１回目の公告をより早く行う事ができれ

ば、工期に余裕が出来たのではないか。 

 

 

・吊物機構の改修工事を行える業者は少な

いという説明だが、どれぐらいなのか。 

 

 

 

・吊物機構の耐用年数はどれぐらいか。 

 

 

・施設の設備設置から、どれぐらい年数が

経っているのか。耐用年数を超えているの

であれば、事後保全的な対応という位置づ

けか。 

 

・滑車、駆動装置の交換は休館を伴う大規模

な改修となるため、当面の間は、日常業務の

中における確認、専門業者による定期点検を

行い、不具合が見られた場合には速やかに改

修を行う。 
 
・１回目は数者程度であり、２回目の工事点

数の緩和により倍程度、３回目の地域要件の

緩和によりさらに数者増えている。 
 
・１年間の休館期間内という工期の制約があ

る中、ウィルホールの舞台関連で施工予定で

あった他工事を先行することとし、吊物工事

に関しては、残り期間で施工できる形で仕様

を見直し、再公告することとした。 
 
・長寿命化改修工事に併せた他の工事の準備

等との関係もあり、10 月公告でも工期内に収

まる想定であった。 
 
・業者数は 10 数者程度。業界の人手不足もあ

り、抱えている施設のメンテナンス等の関係

で、改修工事を受注する余裕がないという話

も聞いている。 
 
・ワイヤーロープ・滑車等で 10 年～15 年、駆

動装置で 15 年～20 年とされている。 
 
・開館から 29 年が経っている。 

吊物機構のワイヤーロープは過去にも不具

合発生時に個別に補修を行っているが、今回

のような形で全面のワイヤーロープを改修す

るのは初めてである。 
 
○あいち健康の森健康科学総合センター中央監視装置更新工事【保健医療局】 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 
・今回、更新工事を落札した業者と、もと

もと設備を設置した業者は、どういう関係

か。 
 
 
 
・何か応札者を増やすために検討したこと

・中央監視装置は、健康科学総合センターの

竣工時に設置された機器であり、落札業者と

は別の業者が施工している。なお、今回落札

した業者は平成 19 年から保守を行っており、

それ以前は他の業者が保守を行っている。 
 
・今回の案件は、納期の問題で公告から入札



 

や、今後検討したいと考えていることはあ

るか。 
 
 
 
 
・今回、公告日から入札日まで 19 日ぐら

いだが、どれくらいの期間を取るべきと考

えているか。 
 
 
・現場確認会は入札公告日の４月３日より

前か。 
 
・中央監視装置自体には、設計などは必要

なく、ただ置き換えるだけのものか。 
 
 
・機器の設定をする費用は、調整費などに

入っているのか。 
 
 
・制御装置自体は施工会社が設置したもの

だが、大規模な改修はしなくても、制御盤

等を変えて接続すればそこそこ動くよう

になる、ということか。 
 
・更新前の仕様書の内容が古いが、フロッ

ピーディスクとか昔の仕様が残っている

のか。 
 
 
・離れた場所に地中ケーブルを引くため、

日程調整が大変だという説明だったが、地

中ケーブルの工事自体は大変ではないの

か。 

までの日数が 20 日となっており、業者の検討

する時間が少なかった。公告から入札までの

日数をもう少し長く設定できれば応札できる

業者が増える可能性があるため、今後、その

ようにしていきたい。 
 
・概ね１ヶ月くらいあればとは思うが、業者

がやれるかどうかの判断は難しいので、現場

確認をする時間を考えると、もう少し期間が

あった方がよかったかとも思う。 
 
・現場確認会は４月９日に行っている。 
 
 
・中央監視装置の制御盤等を施設に見合った

ものに設定して、実際の現場に設置する内容

となっている。 
 
・工事費の中の中央監視装置一式や改造作業

の費用に含んでおり、別で設計費を積むこと

はしていない。 
 
・制御盤を改修して、設置する工事となって

いる。 
 
 
 
・現状は非常に古い仕様の中央監視装置を使

用しており、現場としては適切な施設管理が

困難な状況なので、今回更新工事をすること

になった。 
 
・日数自体はそこまでかからないが、やはり

県以外の施設の駐車場の一部を借りる必要が

あるため、工事の工程に合わせて調整が必要

になる。 
 
○特定港湾施設緊急改修工事【都市・交通局】 

･主な質疑 
質問･意見 回答（要旨） 

・昨年度、一般競争で工事を発注したとき

に入札した業者は何者いるか。 

 

・一者随契にした理由は何かあるのか。 

 

 

 

 

・５者から参加申込があり、そのうち３者か

ら入札があった。 

 

・契約業者は昨年度の工事で機器を設置して

おり、その業者以外に仕様を熟知している者

がおらず、他者だと不具合が生じたときに対

応ができないため、一者随契にした。 

 



 

・昨年度の工事に入札した業者を加えて、

指名競争にはできなかったのか。 

 

 

 

 

・ＵＰＳ（無停電電源装置）の更新だけな

ら他者でも施工できそうだが、どうか。 

 

 

 

・昨年度の工事を発注した時点で、今回の

工事が想定されていたのか。昨年度の工事

と一緒に施工することはできなかったの

か。 

 

・排熱装置の耐用年数としてはどのくらい

か。 

 

 

 

 

・昨年度の工事の時に一緒に排熱装置を交

換することは検討しなかったのか。 

 

 

・業者の見積もりの妥当性について検討は

したか。 

・監視システムに不具合が生じると、荷役が

できなくなるなど社会的な影響が大きくな

る。また、指名競争で他者が落札した場合、

不具合が生じた場合に責任の所在が曖昧にな

るため、一者随契にした。 

 

・今回の工事がＵＰＳの更新だけではなく、

監視ネットワークシステムとの接続や監視制

御盤内の機器更新もあるため、一者随契にし

た。 

 

・昨年度の工事中に監視制御盤内の排熱装置

に不具合が確認されたため、急遽今回の工事

を発注することになった。 

 

 

・減価償却の観点では 10年ではあるが、その

後も部品を交換することで対応してきたが、

設置から 20 年以上が経過し、交換用の部品も

生産されなくなってきているため、今回交換

することとした。 

 

・昨年度の工事の発注時点では異常は確認さ

れていなかったことから、交換することは想

定していなかった。 

 

・事務所の審査会において、見積もりの妥当

性を確認している。 

 
【検討結果のまとめ】 
 本日の定例会議における検討結果についてであるが、今回検討した各事案について、特に

意見として申し上げることはないが、効率的な発注に向けて、中長期的に発注を計画するこ

とを要望する。 
 
【その他】 
（１）次回の定例会議における検討事案の抽出の委任について 
（２）次回の定例会議の日程について                       


